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○ コロナ禍での廃棄物管理状況

缶・びん・ペットボトル選別施設運営

緊急事態宣言中

2020年 4/7～5/25

家庭から出た
缶・びん・ペットボトルの量は？



缶・びん・ペットボトルは
約1.2倍になりました（重さ 前年度比）



2019年5月
缶・びん・ペットボトル受入ヤード（緑）



2020年5月
缶・びん・ペットボトル受入ヤード（緑）



2019年5月
缶・びん・ペットボトル受入ヤード（金沢）



2020年5月
缶・びん・ペットボトル受入ヤード（金沢）



2020年5月臨時保管ヤード（金沢）
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横浜市一般廃棄物（家庭系）の処理フロー
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横浜市の収集形態

ステーション方式

道沿いに小規模な集積場所を設け、
そこに集められたごみを回収していく
（市内約74,000箇所）

収集ステーション



②乾電池

○燃やすごみ
○燃えないごみ
（陶器・ガラス等）

④燃えないごみ（蛍光管） ○缶・びん・ペットボトル一括収集
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（公財）横浜市資源循環公社

3,777,113人
1,754,564世帯
2021年1月1日現在

437.71平方キロメートル

横浜市廃棄物処理施設



コロナ禍での廃棄物管理
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①②収集・運搬は、滞りなく実施

④中間処理においては、処理能力を超える搬入

⇒稼働時間の延長と一時保管で対応した。

※平日残業・休日（日曜）稼働という状況となったが、職員のモチベーションは高かった

自治体が有する
廃棄物管理に対する責任の重さ



○ 資源循環 現場から見た課題



一括収集

びん （ガラス）

缶

スチール

ペットボトル

アルミ

3種類のびんごとに搬出
（無色・茶色・その他の色）

資源選別センター 一括収集された缶・びん・ペットボトルを素材ごとに選別

既定の大きさにプレス既定の大きさにプレス既定の大きさにプレス

手選別 磁選機等自動選別



手選別作業 一人の作業員は毎分約100本を選別



令和元年度調査 横浜市ホームページより

缶・びん・ペットボトルの分別率は、とても高い



分別するだけでなく、出し方が大事

ペットボトル リサイクル

1

ペットボトルの正しい出し方

2 3

運搬量を増やすためにおい よごれ



ラベル ⇒ 手で簡単に剥がせること
1994年※PVCを禁止（再生材変色防止）
1994年全面糊付け紙ラベルを禁止
1998年 アルミラミネートを禁止紙

ペットボトル自主設計ガイドライン

PET ボトルは
資源有効利用
促進法の

指定表示製品

分別回収の
促進のため、
製品に

識別表示が

義務付け
されている

キャップ ⇒ プラスチックキャップ
（※PE/PP=比重1以下で水に浮く）

1998年 アルミキャップを禁止

清涼飲料（含乳飲料）､特定※PE：ポリエチレン PP：ポリプロピレン
調味料（しょうゆ他）､酒類

ボトル本体 ⇒ PET単体／無色透明
1998年 ベースカップを原則禁止
2001年着色ボトルを禁止
2015年 BtoB対応ガイドライン追加

「PETボトル自主設計ガイドライン」（１９９２年）制定

※PVC：ポリ塩化ビニル

一般社団法人 全国清涼飲料連合会

PETボトルリサイクル推進協議会HPより



ペットボトル自主ガイドライン
アルミキャップ禁止
プラスチックへ

※PPで比重１以下で！ ベースカップ禁止 着色禁止

手で簡単にはがせるもの以外禁止



リサイクルは再資源化

PETボトルは単一素材
リサイクルしやすい！



令和元年度調査 横浜市ホームページより

横浜市のペットボトルの出され方



資源化施設

資源化施設

それぞれ引き渡し場所が違う（行き場所が違う）



資源循環 静脈産業として

○選別精度が求められてきている。
→引き渡し基準を高い精度で満たし

リサイクル素材としての価値を高める。
そのためには、
消費者として
正しい出し方での排出源分別が重要

製造者の方へ
廃棄するときに消費者が分別しやすい・わかりやすい
リサイクルまでを考えた設計

ご協力をお願いいたします。

リデュースの取組も！



ご清聴ありがとうございました。


